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講 義 ・ 演 習

「手引きで確認～
あなたの支援は大丈夫?」

社会福祉法人 成春館 鎌田博幸

令和6年度愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修 ＜対象: 全職員＞

2024.12.  4 (水) 14:40～15:40   

2025.  1.16 (水) 14:40～15:40   



1.「虐待か? 虐待でないか?」を訊く前に…

① 「虐待か? 虐待でないか?」を判断するのは誰か?

② 「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」
    を読んで、虐待の具体例を確認しておく ( P8～10 )

③ 「虐待の芽」＝「ちょっと気になる対応」を検証する

〇「虐待か? 虐待でないか?」を判断するのは、「行政(市町村)」

〇 誰かに判断をゆだねるのではなく、自分たちで「虐待の芽」に気づく

〇「障害者虐待の防止と対応の手引き」を読んで、虐待の具体例を把握する

〇 虐待の具体例は、常に職員間で共有しておく

〇日頃行っている支援の中で「ちょっと気になる対応」を話し合う機会を持つ

〇「ちょっと気になる対応」＝「虐待の芽」を摘むためのチェックリスト作成
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2.「手引き」で学ぶ
「手引き」P5～10で、障害者虐待と虐待例を学ぶ
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１ 「障害者虐待」の定義

（１）障害者の定義
障害者虐待防止法では、障害者とは障害者基本法第2条第１号に規定する障害
者と定義されています。同号では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害（発
達障害を含む）その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁
により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とし
ており、障害者手帳を取得していない場合も含まれる点に留意が必要です。また、こ
こでいう障害者には18歳未満の者も含まれます。

（２）「障害者虐待」に該当する場合
障害者虐待防止法では、「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者等」によ
る虐待を特に「障害者虐待」と定めています（第2条第2項）。
「養護者」とは、障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理等を行っている障
害者の家族、親族、同居人等のことです。
「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事
業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者のことです。
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援法等に規定する「障害者福
祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」（以下、合わせて「障害者福祉施設等」と
いう）に係る業務に従事する者のことです。

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 P5 引用
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２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

これらの事業に従事する人たちが、次の行為を行った場合を「障害者福祉施設従
事者等による障害者虐待」と定義しています。（第2条第7項）

①身体的虐待：障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加
え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

② 性的虐待 ：障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行
為をさせること。

③心理的虐待：障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的
な言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

④ 放棄・放置 ：障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用
者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障
害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑤ 経済的虐待：障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産
上の利益を得ること。

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 P5 引用
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３ 虐待行為に対する刑事罰

障害者虐待は、刑事罰の対象になる場合があります。
例えば、

① 身体的虐待：刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、
第220条逮捕監禁罪

②性的虐待 ：刑法第176条不同意わいせつ罪、第177条不同意性交等罪
（令和5年7月改正）

③ 心理的虐待：刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、
第231条侮辱罪

④放棄・放置 ：刑法第218条保護責任者遺棄罪

⑤経済的虐待：刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、
第252 横領罪

等に該当する場合があります。

これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によっ
て逮捕、送検された事案が複数起きています。虐待行為の具体的な例を（表-1）
に挙げます。

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 P6 引用



6
「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 P8 引用



（演習）① 身体拘束かもしれない内容についての確認

〇 自施設・事業所の「身体拘束かもしれない内容」の記入と共有

個人ワーク 3分 → グループで共有 5分 
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8
「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 P8 引用



9「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 P9 引用



10「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 P9 引用



（演習）② 心理的虐待かもしれない内容についての確認

〇 自施設・事業所の「心理的虐待かもしれない内容」の記入と共有

個人ワーク 3分 → グループで共有 5分 

1１
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「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 P10 引用



虐待 不適切な対応 適切な支援

「ちょっと
気になる対応」
( 虐待の芽 )

虐待防止の近道は「虐待の芽」を摘むこと！

『どこまでなら虐待にならないか？』

『ちょっと気になる対応だけど、 この「意識」を改める
まぁいいか！』

⇒ そのためには、支援者が「この対応は大丈夫?」という意識を持ち、
自分や他職員の「ちょっと気になる対応」に気づき、指摘すること

「ちょっと気になる対応」(虐待の芽)を考える

グ レ ー ゾ ー ン
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「ちょっと気になる対応(虐待の芽)」は

「無意識の思い込み」から発生しているかもしれない ①

・障害福祉の支援現場では、「障害があるからこれくらいいいのではないか」
    と、無意識に思い込んで行う言動が、人権を侵害している場合がある
 

・「無意識の思い込み 」 が「虐待の芽」につながっている可能性がある

①公用車で利用者さんと自分だけの時、自分のスマホを操作する
← 利用者さんと一緒の時、自分のスマホをさわってもいいと思ってしまう

②利用者さんと接するとき、必要以上に身体を触る
← 知的障害者だから、子供扱いしてもいいと思ってしまう

  ③他の利用者さんがいる前で、利用者さんを注意する
← 利用者さんをみんなの前で、すぐに注意していいと思ってしまう

  ④利用者さんのいる所で、他職員とそこにいない職員の噂や悪口を言う
← 他職員の悪口をいっても、利用者さんは気にしないと思ってしまう
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「ちょっと気になる対応(虐待の芽)」は

「無意識の思い込み」から発生しているかもしれない ②

・グループホームの支援現場では、「これくらいの対応は大丈夫ではないか」
    と、無意識に思い込んで行う言動が、人権を侵害している場合がある
 

・「無意識の思い込み」 が「虐待の芽」につながっている可能性がある

①食材を買いに行った時、食費を借りて自分の買い物をしてしまう
← 自分の手持ちのお金がなく、食費を借りて買い物をしてしまう

②晩御飯をなかなか食べてくれない時、強い口調で叱ってしまう
← 「ご飯食べないなら、片付けますよ」と言ってしまう

  ③食堂で他の人を待てずに早く食べる方へ、個人の考えで対応してしまう
← 早く食べないように熱々にしたご飯を出して待たせようとしてしまう

  ④ なかなか寝ない方に対して、思わず個人の考えで対応してしまう
← 「寝ないなら電気消しますよ」と言って、居室の電気を消してしまう

15



「ちょっと気になる対応(虐待の芽)」は

「自分が利用者さんだったらどう思うか？」

・ドアが開けっぱなしのトイレ
・車いすを押すときの声かけなし
・業務中の職員の会話
・年齢にふさわしくない接し方
・訴えに対して故意に無視
・利用者の言動をからかう
・指示・命令口調で話す
・家族の意向を優先
・部屋に勝手に入る
・腕を無理やりつかむ
・不安になるような言葉を掛ける
・常に忙しいと言う
・熱いコーヒーを差し出す
・背中を押して早く進めようとする
・個人より集団生活を優先する

・本人の意思を無視して勝手に決めてしまう
・自分で食べられるのに全介助で食事
・本人ができることまで介助
・他者から見える位置で衣類の着脱を介助
・スキンシップとして不必要に利用者に触る
・靴の左右反対を放置
・手首をつかみ引率する
・ヨレヨレの服で外出させる
・靴下の左右の模様が違う
・居室、廊下、トイレ等の汚れに無関心
・職員間の狎れ合い（礼を欠く言動）
・服の見えるところに名前が書いてある
・障害特性を理解しないまま支援する
・職員研修が行われていない
・記録がきちんと書かれていない
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（演習）③ 不適切な対応かもしれない内容についての確認

〇 自施設・事業所の「不適切な対応かもしれない内容」の記入と共有

個人ワーク 3分 → グループで共有 5分 
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